
 

常時介護を必要とする判断基準 

 
 

状 態 

項 目 
１ ２ ３ 

①座位保持（１０分間一人で 

 座っていることができる） 
自分で可 支えてもらえればできる できない 

②歩行（立ち止まらず、 

座り込まずに５ｍ程度歩く 

ことができる） 

つかまらないで 

できる 
何かにつかまればできる できない 

③移乗（ベッドと車いす、 

車いすと便座の間を移る 

などの乗り移りの動作） 

自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要 

④水分・食事摂取 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要 

⑤排泄 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要 

⑥衣類の着脱 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要 

⑦意思の伝達 できる ときどきできない できない 

⑧外出すると戻れない ない ときどきある ほとんど毎日ある 

⑨物を壊したり衣類を 

破くことがある 
ない ときどきある ほとんど毎日ある 

⑩周囲の者が何らかの対応を 

とらなければならないほどの

物忘れがある 

ない ときどきある ほとんど毎日ある 

⑪薬の内服 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要 

⑫日常の意思決定 
 ※毎日の暮らしにおける活動に 

関する意思決定 

できる 

本人に関する重要な 

意思決定はできない 

（治療方針への合意等） 

ほとんどできない 
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